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定期監査結果報告書の提出について 

 

 

  地方自治法第１９９条第４項の規定により、税務課の定期監査を実施したので、

同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

定期監査報告書 

 

１．監査の概要 

 

 （１）監査の対象 

令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの税務課の予算に係る財務に関

する事務の執行について監査を行った。 

 

 （２）監査の実施日 

   令和７年１０月２９日（水） ９：２６～１３：４０ 

 

 （３）実施した監査手続 

 監査の対象となった財務に関する事務の執行について、提出された資料及び提 

示のあった関係書類等に基づいて、証憑突合、課長等への質問その他通常実施す 

べき監査手続を実施した。 

 

２．監査の結果等 

 

   監査の結果、税務課の予算に係る財務に関する事務は適正に執行されているも

のと認められた。 

 なお、下記のとおり「意見」とする。 

１．滞納者の情報共有について 

収納係だけでなく各課各係も滞納分への取り組みをしっかりと行い、滞納 

者の情報共有、対策については、今後とも早期対応、解決に心がけることを 



望みます。引き続き、給与、預金調査、一斉催告、差押、捜索、町県民税の 

特別徴収などの取り組みを通じて、徴収率の向上に努められたい。 

 

 

以上 

 


